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(57)【要約】
【課題】貨幣処理装置について、払い出した貨幣の取り
扱いミスを未然に防止可能にする。
【解決手段】貨幣処理装置において、制御部６０は、ユ
ーザの操作に従って、収納部からの貨幣の払出を伴う処
理である払出処理を実行する。記憶部１９０は、払出処
理について、そのタイプに対応付けられた印刷内容を登
録する出力データベース１９１を格納する。制御部６０
は、払出処理を実行するとき、出力データベース１９１
に登録された、当該払出処理のタイプに対応付けられた
印刷内容が印刷された印刷物ＲＣを、出力装置５０を介
して発行する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣処理装置であって、
　貨幣を収納する少なくとも１つの収納部と、
　ユーザの操作に従って、前記収納部からの貨幣の払出を伴う処理である払出処理を実行
する制御部と、
　前記払出処理について、そのタイプに対応付けられた印刷内容を登録する出力データベ
ースを格納する記憶部とを備え、
　前記制御部は、前記払出処理を実行するとき、前記出力データベースに登録された、当
該払出処理のタイプに対応付けられた印刷内容が印刷された印刷物を、出力装置を介して
発行する
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の貨幣処理装置において、
　前記払出処理は、装置内の貨幣を取り出す処理である回収処理を少なくとも含む
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の貨幣処理装置において、
　前記出力データベースにおいて、前記払出処理は、処理の内容、および、貨幣を払い出
す前記収納部のうち少なくともいずれか一方に基づいて、そのタイプが決められている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１項記載の貨幣処理装置において、
　前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて、印刷
内容として、当該払出処理後の貨幣の取り扱い方法を示すメッセージが登録されている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか１項記載の貨幣処理装置において、
　前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて、印刷
内容として、貨幣を払い出す前記収納部を特定するデータ項目が登録されている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１項記載の貨幣処理装置において、
　前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて、印刷
内容として、払い出した貨幣の量を示すデータ項目が登録されている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項７】
　請求項１記載の貨幣処理装置において、
　前記少なくとも１つの収納部は、特定の１金種の貨幣を収納する金種別収納庫と、複数
の金種の貨幣を収納する一括収納庫とを含み、
　前記出力データベースは、前記金種別収納庫に係る払出処理と前記一括収納庫に係る払
出処理とが、別のタイプとして設定されており、かつ、印刷内容として、互いに異なるメ
ッセージが登録されている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項８】
　請求項１～７のうちいずれか１項記載の貨幣処理装置において、
　前記出力装置は、前記貨幣処理装置に設けられている、または、前記貨幣処理装置と通
信可能なように構成されている
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する技術は、金融機関の店舗等において貨幣を処理する貨幣処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行等の金融機関の店舗等では、紙幣処理装置や貨幣入出金機等の貨幣処理装置
が利用されている。貨幣処理装置に対して、例えば在高確認時や終業時に、回収処理が行
われている。回収処理とは、装置内の貨幣を取り出す処理のことであり、取り出された貨
幣は、枚数を確認した後、装置内に戻されたり、別の場所に移されたりする。
【０００３】
　特許文献１では、バラ紙幣処理装置を備えた貨幣処理機が開示されている。このバラ紙
幣処理装置では、バラ紙幣は金種別収納部および一括収納部に収納される。全回収処理時
、各収納部から繰り出された紙幣は、一時保留部経由で装置外部へ取り出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１８４６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、回収された貨幣の取り扱いが、回収元の収納部に応じて異なる場合がある。
例えばある金融機関では、金種別収納部から回収した貨幣は元の金種別収納部に戻すが、
一括収納部から回収した貨幣は損券扱いとして装置外部で管理する、といった運用をとる
。この場合、操作者は、回収した貨幣の取り扱いを誤る可能性があり、もし取り扱いを誤
れば違算の原因となる。また、回収された貨幣について、後になると、金種別枚数や合計
金額等の貨幣の量が分からなくなることがあり、これも回収した貨幣の取り扱いミスの原
因につながる。
【０００６】
　ここに開示する技術は、かかる点に鑑みてなされたものであり、貨幣処理装置について
、払い出した貨幣の取り扱いミスを未然に防止可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここに開示する技術は、貨幣処理装置であって、貨幣を収納する少なくとも１つの収納
部と、ユーザの操作に従って、前記収納部からの貨幣の払出を伴う処理である払出処理を
実行する制御部と、前記払出処理について、そのタイプに対応付けられた印刷内容を登録
する出力データベースを格納する記憶部とを備え、前記制御部は、前記払出処理を実行す
るとき、前記出力データベースに登録された、当該払出処理のタイプに対応付けられた印
刷内容が印刷された印刷物を、出力装置を介して発行する。
【０００８】
　この構成によると、記憶部に、払出処理のタイプに対応付けられた印刷内容を登録する
出力データベースが格納されている。制御部は、払出処理を実行するとき、出力データベ
ースに登録された、当該払出処理のタイプに対応付けられた印刷内容が印刷された印刷物
を、出力装置を介して発行する。これにより、ユーザが貨幣処理装置を操作して払出処理
を行ったとき、貨幣とともに、その払出処理に対応した内容が印刷された印刷物が出力さ
れる。ユーザは、この印刷物の印刷内容を見て、例えば払出処理後の貨幣の取り扱い方法
や払い出した貨幣の量などの情報を認識できるので、払い出した貨幣をミスなく取り扱う
ことができる。
【０００９】
　そして、前記払出処理は、装置内の貨幣を取り出す処理である回収処理を少なくとも含
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む、としてもよい。
【００１０】
　これにより、回収処理について、貨幣の取り扱いミスを未然に防ぐことができる
　また、前記出力データベースにおいて、前記払出処理は、処理の内容、および、貨幣を
払い出す前記収納部のうち少なくともいずれか一方に基づいて、そのタイプが決められて
いる、としてもよい。
【００１１】
　これにより、払出処理について、処理の内容や、貨幣を払い出す収納部に基づいて、印
刷物の印刷内容を定めることができる。
【００１２】
　また、前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて
、印刷内容として、当該払出処理後の貨幣の取り扱い方法を示すメッセージが登録されて
いる、としてもよい。
【００１３】
　これにより、ユーザは、発行された印刷物の印刷内容を見て、その後の貨幣の取り扱い
方法を正確に認識することができる。
【００１４】
　また、前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて
、印刷内容として、貨幣を払い出す前記収納部を特定するデータ項目が登録されている、
としてもよい。
【００１５】
　これにより、ユーザは、発行された印刷物の印刷内容を見て、貨幣の払出元の収納部を
認識することができる。
【００１６】
　また、前記出力データベースは、前記払出処理のタイプのうち少なくとも１つについて
、印刷内容として、払い出した貨幣の量を示すデータ項目が登録されている、としてもよ
い。
【００１７】
　これにより、ユーザは、発行された印刷物の印刷内容を見て、払い出した貨幣の量を認
識することができる。
【００１８】
　また、前記少なくとも１つの収納部は、特定の１金種の貨幣を収納する金種別収納庫と
、複数の金種の貨幣を収納する一括収納庫とを含み、前記出力データベースは、前記金種
別収納庫に係る払出処理と前記一括収納庫に係る払出処理とが、別のタイプとして設定さ
れており、かつ、印刷内容として、互いに異なるメッセージが登録されている、としても
よい。
【００１９】
　これにより、金種別収納庫に係る払出処理と、一括収納庫に係る払出処理とについて、
異なるメッセージが印刷された印刷物を発行することができる。このため、金種別収納庫
に係る払出処理と一括収納庫に係る払出処理とで、その後の作業が異なっている場合でも
、ユーザは、その作業を正しく認識することができる。
【００２０】
　また、前記出力装置は、前記貨幣処理装置に設けられている、または、前記貨幣処理装
置と通信可能なように構成されている、としてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本開示によると、貨幣処理装置において払出処理を行ったとき、その払出処理に対応し
た内容が印刷された印刷物が発行されるので、払い出した貨幣に対する取り扱いミスを未
然に防ぐことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】第１実施形態に係る貨幣処理装置を含む貨幣処理システムの外観図
【図２】第１実施形態に係る貨幣処理装置の一例であるバラ紙幣処理部の内部構成を示す
模式図
【図３】バラ紙幣処理部の機能構成を示すブロック図
【図４】出力データベースの一例
【図５】（ａ）（ｂ）は印刷されるレシートのイメージ図
【図６】全回収処理の動作を示すフローチャート
【図７】回収処理における現金の流れ
【図８】回収処理における現金の流れ
【図９】第２実施形態に係る貨幣処理装置の一例である貨幣入出金機の外観図
【図１０】貨幣入出金機の内部構成を示す模式図
【図１１】貨幣入出金機の機能構成を示すブロック図
【図１２】出力データベースの一例
【図１３】印刷されるレシートのイメージ図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、実施形態について、図面に基づいて詳細に説明する。ただし、以下の説明は、例
示である。ここに開示する貨幣処理装置は、銀行等の金融機関に設置されるものとしてい
るが、金融機関に設置する以外の用途にも用いることが可能である。
【００２４】
　（第１実施形態）
　第１実施形態では、貨幣処理装置の一例として、紙幣処理装置、具体的には、貨幣処理
システムを構成するバラ紙幣処理部を例にとって説明を行う。この貨幣処理システムは、
例えば銀行等の金融機関に設置され、入金処理及び出金処理を含む各種の処理を実行する
装置である。
【００２５】
　＜貨幣処理システムの全体構成＞
　図１は貨幣処理システムの一例の外観図である。図１に示す貨幣処理システム１は、貨
幣処理装置として、バラ紙幣処理部１００及び束紙幣処理部２００からなる紙幣処理装置
１０と、バラ硬貨処理部３００及び包装硬貨処理部４００からなる硬貨処理装置２０と、
硬貨処理装置２０等による機械受付ができない損貨および記念硬貨を処理する損貨処理装
置５００と、紙幣処理装置１０等による機械受付ができない損券等を処理する損券処理装
置６００とを備えている。紙幣処理装置１０及び硬貨処理装置２０の上面には、それぞれ
、タッチパネルである操作表示部４０と、プリンタ５０とが配置されている。ユーザは、
操作表示部４０を介して各装置の操作を行い、操作表示部４０の画面において各種の情報
の確認を行い、必要な情報をプリンタ５０から出力させる。また、貨幣処理システム１は
、例えば銀行にある管理コンピュータと通信可能に構成されていてもよい。この管理コン
ピュータは、銀行窓口にある窓口端末等の他の装置と接続されている。
【００２６】
　バラ紙幣処理部１００は、筐体前面に、入金されるバラ紙幣を受け入れるための入金口
１１０と、リジェクトされたバラ紙幣を投出するための入金リジェクト部１２０とを有し
、筐体上面に、出金されるバラ紙幣を排出するための出金口１５２を有している。束紙幣
処理部２００は、筐体前面上部に、束紙幣を排出するための出金口２１８を有し、筐体前
面下部に、束紙幣を機外へ投出するための投出口２２１を有している。
【００２７】
　バラ硬貨処理部３００は、筐体上面に、入金されるバラ硬貨を受け入れるための入金口
３１０を有し、筐体前面に、出金されるバラ硬貨を排出するための出金口３７０と、リジ
ェクトされたバラ硬貨を投出するための入金リジェクト口３２２と、硬貨袋を取り付けて
該硬貨袋内にバラ硬貨を回収できるように形成された袋取シュート部３２４と、入金処理
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途中に処理がキャンセルされたバラ硬貨を排出するための返却回収箱３２６とを有してい
る。包装硬貨処理部４００は、筐体前面上部に、包装硬貨を排出するための出金口４８０
を有し、その下に、大量の包装硬貨を一括回収するための包装硬貨一括箱４６０と包装硬
貨を機外へ投出するための投出口４７０とを有している。
【００２８】
　損貨処理装置５００は、硬貨を受け入れるための入金口５１０と、受け付けた硬貨を分
類して収納するための収納部５４０，５４４と、返却する硬貨を収納するための収納部５
４２とを有している。受け付けた硬貨のうち、損貨が収納部５４０に収納され、記念貨が
収納部５４４に収納される。
【００２９】
　損券処理装置６００は、筐体上面前部に、損券や、小切手、手形等の紙葉類を受け入れ
るための入金口６１０を有し、筐体前面に、損券等の紙葉類を排出するための出金口６８
０と、損券等を投入して保管するポスト６７０とを有している。
【００３０】
　＜バラ紙幣処理部の構成例＞
　図２は貨幣処理装置の一例であるバラ紙幣処理部１００の構成例を示すブロック図であ
る。図２に示すように、入金口１１０の紙幣は繰出部１１２により１枚ずつ筐体内に繰り
出され、入金搬送部１１４により搬送される。入金識別部１１６は搬送される紙幣の金種
、真偽、表裏、正損、新旧等を識別する。表裏反転部１１８は入金識別部１１６により識
別された紙幣の表裏を揃える。入金識別部１１６により正常な紙幣ではないと識別された
紙幣、すなわちリジェクト紙幣は入金リジェクト部１２０からリジェクトされる。
【００３１】
　一括一時保留部１３０には複数金種の紙幣が混合状態で一時的に保留され、複数の金種
別一時保留部１３２にはそれぞれ特定の金種の紙幣が一時的に保留される。一括収納庫１
４０には一括一時保留部１３０から送られた紙幣が積層状態で収納され、金種別収納庫１
４２には対応する金種別一時保留部１３２から送られた紙幣が積層状態で収納される。繰
出部１４４は、一括収納庫１４０及び各金種別収納庫１４２の紙幣を１枚ずつ繰り出す。
【００３２】
　下部搬送部１４６は操出部１４４によって繰り出された紙幣を１枚ずつ搬送する。出金
識別部１４８は、搬送される紙幣の金種、真偽、正損、新旧等を識別する。出金搬送部１
５０は、出金識別部１４８により識別された紙幣のうち、筐体の外部に投出される紙幣を
出金口１５２に搬送し、束紙幣処理部２００により結束される紙幣は、整理一時保留部１
６０に搬送する。また、出金搬送部１５０は、出金識別部１４８により正常な紙幣ではな
いと識別された紙幣、すなわちリジェクト紙幣を出金リジェクト部１５４に搬送する。
【００３３】
　入金搬送部１１４や出金搬送部１５０における分岐箇所にはそれぞれ分岐部材１７０が
設けられており、これらの分岐部材１７０により、分岐箇所における紙幣の搬送先が制御
される。また、入金搬送部１１４、下部搬送部１４６、出金搬送部１５０には紙幣を検出
する紙幣検出センサ１８０が設けられており、分岐部材１７０による紙幣の搬送先制御の
タイミングを決定するために利用されている。
【００３４】
　＜バラ紙幣処理部の機能構成とレシートの例＞
　図３はバラ紙幣処理部１００の機能構成の概略を示すブロック図である。図３において
、制御部６０は、バラ紙幣処理部１００の各構成要素の制御を行うものであり、具体的に
は、紙幣操出部１１２や入金搬送部１１４などの機構の動作、入金識別部１１６等の識別
動作、紙幣検出センサ１８０のセンシング動作等を制御する。制御部６０はまた、金種別
収納庫１４２や一括収納庫１４０等に収納された紙幣の枚数や金額等のデータも管理する
。記憶部１９０は、各制御に必要となる設定値や管理されているデータ等を格納している
。制御部６０は、通信部６５を介して、表示部４１、操作部４２およびプリンタ５０と接
続されている。表示部４１および操作部４２は、ここではタッチパネルである操作表示部
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４０によって実現されている。
【００３５】
　本実施形態では、ユーザが、収納部からの貨幣の払出を伴う処理である払出処理を行っ
たとき、バラ紙幣処理部１００は、その払出処理に関する情報が印刷された印刷物の一例
である紙片（本開示ではレシートという）ＲＣを出力装置としてのプリンタ５０を介して
出力する。ここでは、金種別収納庫１４２や一括収納庫１４０が収納部に相当する。レシ
ートＲＣに印刷される情報は、例えば、払出処理後の貨幣の取り扱い方法を示すメッセー
ジ、払い出した貨幣の量や金額に関するデータ、払出元の収納部を特定するデータ、など
を含む。記憶部１９０には、払出処理について、そのタイプに対応付けられた印刷内容を
登録する出力データベース１９１が格納されている。制御部６０は、操作表示部４０を介
したユーザの操作に従って、払出処理を実行する。そして払出処理を実行したとき、出力
データベース１９１に登録された、当該払出処理のタイプに対応付けられた印刷内容が印
刷されたレシートＲＣを、プリンタ５０を介して発行する。
【００３６】
　図４は記憶部１９０に格納された出力データベース１９１の一例である。図４の例では
、貨幣の払出を伴う処理である払出処理として、全回収処理が特定されている。全回収処
理とは、金種別収納庫１４２や一括収納庫１４０等の収納部から全ての貨幣を取り出す処
理のことをいう。全回収処理は、例えば在高確認時や終業時に行われ、取り出された貨幣
は、枚数確認後、装置内に戻されたり、別の場所（金庫、貨幣保管装置等）に移されたり
する。ここでは、貨幣の払出元が金種別収納庫１４２である回収処理はタイプＡに、貨幣
の払出元が一括収納庫１４０である回収処理はタイプＢに、それぞれ、分類されている。
そして払出処理のタイプに対応付けて、発行するレシートに印刷する印刷内容が登録され
ている。図４の例では、登録されている印刷内容は、タイトル、データ項目、および、メ
ッセージを含む。データ項目としては、タイプＡ，Ｂともに、金種別枚数、金種別金額お
よび合計金額が登録されている。これらの実際のデータは、制御部６０および記憶部１９
０によって管理されている。メッセージは、当該払出処理後の貨幣の取り扱い方法を示す
内容を含んでいる。図４の例では、タイプＡとタイプＢでは、メッセージの内容が互いに
異なっている。なお、出力データベース１９１の登録内容は、操作表示部４０を介して適
宜、更新することができる。
【００３７】
　図５は印刷されるレシートの例を示すイメージ図である。同図中、（ａ）は払出処理の
タイプＡすなわち金種別収納庫１４２からの回収処理を行ったときに発行されるレシート
（レシートＡ）、（ｂ）は払出処理のタイプＢすなわち一括収納庫１４０からの回収処理
を行ったときに発行されるレシート（レシートＢ）である。レシートＡ，Ｂともに、金種
別枚数、金種別金額および合計金額の実際のデータが印刷されている。また、この後の貨
幣の取り扱い方法を示すメッセージが印刷されている。このように、レシートに回収処理
後の貨幣の取り扱い方法を示すメッセージが印刷されているので、ユーザは、その後に行
う作業を正確に認識することができる。また、ユーザは、レシートを見ると、回収を行っ
た収納部が金種収納庫１４２か一括収納庫１４０か、あるいは、回収した貨幣の量がどの
程度かを認識することができる。したがって、ユーザは、回収した貨幣をミスなく取り扱
うことができる。
【００３８】
　なお、レシートＢでは、「損券部に戻してください。」の文字が強調されている。これ
は、全回収された貨幣を装置内に戻す際には、元の収納場所へ戻されるのが一般的である
が、一括収納庫１４０から回収された貨幣は損券部へ戻す運用が行われている場合があり
、この点について注意喚起するものである。このように、特に留意するべき事項について
強調して印刷してもよい。また、作業内容についてさらに具体的に指示を加えてもよい。
例えば、装置に投入口が複数ある場合は、貨幣を装置に戻す作業の際に用いる投入口を指
定してもよい。なお、ここで示したレシートの印刷内容や表示態様は、あくまでも一例で
ある。
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【００３９】
　＜動作例＞
　図６は本実施形態における動作例を示すフローチャートである。図６の動作例では、ユ
ーザは、全回収動作すなわちバラ紙幣処理部１００内の紙幣を全て回収する動作を行うも
のとする。ユーザは、まず操作表示部４０を介して認証処理を行う（Ｓ１１）。この認証
処理では、ユーザは自分のＩＤやパスワードを操作表示部４０から入力する。認証がＯＫ
になると、操作表示部４０に操作メニューが表示されるので、ユーザは操作メニューから
全回収動作を選択する（Ｓ１２）。なお、ユーザが他の処理を選択した場合は、操作表示
部４０の画面はそれぞれの処理画面に遷移する。
【００４０】
　ユーザが全回収動作を選択すると、まず、金種別収納庫１４２からの回収処理が行われ
る（Ｓ１３、回収処理タイプＡ）。図７は回収処理タイプＡにおける現金の流れを示す模
式図である。図７に示すように、回収処理タイプＡでは、金種別収納庫１４２に収納され
ていた紙幣はそれぞれ繰り出され、出金識別部１４８を経由する。その後、所定の単位枚
数例えば１００枚単位で整理一時保留部１６０に一時的に保留され、アーム部２１０が束
紙幣処理部２００に移動させた後、帯封されて払い出される。また、所定の単位枚数例え
ば１００枚未満の紙幣は、金種別に、金種別一時保留部１３２に振り分けられる。この状
態になったとき、操作表示部４０の画面に、バラ紙幣処理部１００の中間ユニットを引き
出すよう、メッセージが表示される。
【００４１】
　ユーザは、操作表示部４０の画面のメッセージに従い、中間ユニットを引き出し、金種
別一時保留部１３２から紙幣を抜き取る。その後、プリンタ５０から図５（ａ）に示すよ
うなレシートＡが発行される（Ｓ１４）。このような動作によって、金種別収納庫１４２
からの回収処理が完了する（Ｓ１５）。なお、上述した動作を繰り返し行う場合もある。
ユーザは、金種別一時保留部１３２から抜き取ったバラ紙幣と払い出された束紙幣にレシ
ートＡを重ねて保管する。
【００４２】
　中間ユニットが押し戻されると、次に、一括収納庫１４０からの回収処理が行われる（
Ｓ１６、回収処理タイプＢ）。図８は回収処理タイプＢにおける現金の流れを示す模式図
である。図８に示すように、回収処理タイプＢでは、一括収納庫１４０に収納されていた
紙幣はそれぞれ繰り出され、出金識別部１４８を経由する。その後、所定の単位枚数例え
ば１００枚単位で整理一時保留部１６０に一時的に保留され、アーム部２１０が束紙幣処
理部２００に移動させた後、帯封されて払い出される。また、所定の単位枚数例えば１０
０枚未満の紙幣は、金種別に、金種別一時保留部１３２に振り分けられる。また、対応す
る金種別一時保留部１３２がない紙幣等は、一括一時保留部１３０に振り分けられる。こ
の状態になったとき、操作表示部４０の画面に、バラ紙幣処理部１００の中間ユニットを
引き出すよう、メッセージが表示される。
【００４３】
　ユーザは、操作表示部４０の画面のメッセージに従い、中間ユニットを引き出し、金種
別一時保留部１３２および一括一時保留部１３０から紙幣を抜き取る。その後、プリンタ
５０から図５（ｂ）に示すようなレシートＢが発行される（Ｓ１７）。このような動作に
よって、一括収納庫１４０からの回収処理が完了する（Ｓ１８）。なお、上述した動作を
繰り返し行う場合もある。ユーザは、一括一時保留部１３０から抜き取ったバラ紙幣と払
い出された束紙幣にレシートＢを重ねて保管する。
【００４４】
　その後、ユーザはリジェクト戻し処理を行う（Ｓ１９）。ここでは、これまでに（出金
）リジェクトされていた紙幣を再度、入金口１１０から投入し、枚数を計数する。計数さ
れた紙幣は、金種別一時保留部１３２および一括一時保留部１３０に保留される。ユーザ
は、操作表示部４０の画面のメッセージに従い、中間ユニットを引き出し、金種別一時保
留部１３２および一括一時保留部１３０から紙幣を抜き取る。
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【００４５】
　以上のように本実施形態によると、記憶部１９０に、払出処理のタイプに対応付けられ
た印刷内容を登録する出力データベース１９１が格納されている。制御部６０は、払出処
理を実行したとき、出力データベース１９１に登録された、当該払出処理のタイプに対応
付けられた印刷内容が印刷されたレシートＲＣを、プリンタ５０を介して発行する。これ
により、ユーザがバラ紙幣処理部１００を操作して払出処理を行ったとき、貨幣とともに
、その払出処理に対応した内容が印刷されたレシートＲＣが出力される。操作者は、この
レシートＲＣの印刷内容を見て、例えば払出処理後の貨幣の取り扱い方法や払い出した貨
幣の量などの情報を認識できるので、払い出した紙幣をミスなく取り扱うことができる。
【００４６】
　（第２実施形態）
　第２実施形態では、貨幣処理装置の一例として、金融機関の窓口等に設置され、紙幣お
よび硬貨の入出金処理を行う貨幣入出金機を例にとって説明を行う。
【００４７】
　＜貨幣入出金機の構成例＞
　図９は貨幣入出金機の一例の外観図である。図９に示す貨幣入出金機７００は、例えば
、金融機関の窓口に設置され、その両側に配置された二人のテラーが共用するようになっ
ている。図９の貨幣入出金機７００は、略直方体形状の筐体７０２を有しており、この筐
体１０２の前面上方に紙幣入金口７１０が設けられ、筐体７０２の上面に硬貨入金口７５
０が設けられている。また、筐体７０２の前面において紙幣入金口７１０の下方には紙幣
出金口７４０が設けられ、さらにその下方にリジェクト部７４２が設けられている。リジ
ェクト部７４２の両側にはそれぞれ硬貨出金ボックス７５２が配置されている。また、リ
ジェクト部７４２の下方には前面扉７４４が設けられており、この前面扉７４４を開くと
、後述するカセット部７２２を筐体７０２内から手前側に引き出すことができる。
【００４８】
　筐体７０２の上面における硬貨入金口７５０の後方には、例えばタッチパネル等からな
る操作表示部７８２が設けられている。操作者は、この操作表示部７８２により様々な情
報や指令を入力することができる。また、操作表示部７８２には、貨幣入出金機７００に
おける貨幣の処理状況に関する情報や在高に関する情報が表示される。また、貨幣入出金
機７００は、例えば上位の管理コンピュータ等の外部装置８００と通信可能である。外部
装置８００はプリンタ８１０を備えている。
【００４９】
　図１０は貨幣入出金機７００の内部構成を示す模式図である。図１０に示すように、貨
幣入出金機７００の筐体７０２の内部には、紙幣の入出金処理を行う紙幣処理部７０４と
、硬貨の入出金処理を行う硬貨処理部７０６とがそれぞれ設けられている。紙幣入金口７
１０に投入された紙幣は紙幣繰出機構７１２により１枚ずつ筐体７０２の内部に繰り出さ
れる。紙幣繰出機構７１２により筐体７０２の内部に繰り出された紙幣は、搬送部７１４
により１枚ずつ搬送される。識別部７１６は、搬送部７１４によって搬送される紙幣の金
種、真偽、表裏、正損、新旧等を識別する。表裏反転部７１８は、搬送部７１４により搬
送される紙幣の表裏を整える。
【００５０】
　識別部７１６により正常な紙幣ではないと識別された紙幣、すなわちリジェクト紙幣は
搬送部７１４からリジェクト部７４２に送られる。リジェクト部７４２は、筐体７０２の
前面から引き出すことができ、筐体７０２の外部からアクセス可能となっている。このた
め、操作者はリジェクト部７４２に集積されたリジェクト紙幣を手動で取り出すことがで
きる。
【００５１】
　また、搬送部７１４には複数（図では５個）の一時保留部７２０が接続されている。各
一時保留部７２０は並列に並ぶよう配設されており、搬送部７１４から各一時保留部７２
０に搬送された紙幣は、積層状態で集積される。各一時保留部７２０の下方には例えば２
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個の紙幣収納カセット７２４および例えば３個の紙幣集積部７２６（図１０では「No.１
」「No.２」「No.３」と記している）がそれぞれ設けられており、各一時保留部７２０に
一時的に保留された紙幣は対応する紙幣収納カセット７２４または紙幣集積部７２６に送
られる。紙幣収納カセット７２４は、筐体７０２の内部においてカセット部７２２に着脱
自在に収容されるようになっており、このカセット部７２２は前面扉７４４を開くことに
より筐体７０２から前方に引き出すことができる。これにより、紙幣収納カセット７２４
をカセット部７２２から取り出し、その中の紙幣を回収することができる。一方、紙幣集
積部７２６に集積された紙幣は、出金処理では、搬送部７１４に繰り出され、紙幣出金口
７４０に送られる。
【００５２】
　硬貨処理部７０６は、硬貨の入出金処理を行う。具体的には、上面に設けられた硬貨入
金口７５０に投入された硬貨を識別部（図示せず）により識別し、その後この硬貨を筐体
７０２内に収納することによって硬貨の入金処理を行う。または、筐体７０２内に収納さ
れた硬貨を各硬貨出金ボックス７５２に送ることによって硬貨の出金処理を行う。
【００５３】
　＜貨幣入出金機の機能構成とレシートの例＞
　図１１は貨幣入出金機７００の機能構成の概略を示すブロック図である。図１１におい
て、制御部７６０は、貨幣入出金機７００の各構成要素の制御を行うものであり、具体的
には、紙幣処理部７０４や硬貨処理部７０６における、機構の動作、識別動作、センシン
グ動作等を制御する。制御部７６０はまた、紙幣収納カセット７２４や紙幣集積部７２６
等に収納された紙幣や硬貨処理部７０６に収納された硬貨の枚数や金額等のデータも管理
する。記憶部７６２は、各制御に必要となる設定値や管理されているデータ等を格納して
いる。通信部７６４は、外部装置８００と通信を行う。
【００５４】
　本実施形態では、ユーザが、収納部からの貨幣の払出を伴う処理である払出処理を行っ
たとき、貨幣入出金機７００は、その払出処理に関する情報が印刷された印刷物の一例で
ある紙片（レシート）ＲＣを、外部装置８００に設けられた出力装置としてのプリンタ８
１０を介して出力する。ここでは、紙幣収納カセット７２４や紙幣集積部７２６が収納部
に相当する。レシートＲＣに印刷される情報は、例えば、払出処理後の貨幣の取り扱い方
法を示すメッセージ、払い出した貨幣の量や金額に関するデータ、払出元の収納部を特定
するデータ、などを含む。記憶部７６２には、払出処理について、そのタイプに対応付け
られた印刷内容を登録する出力データベース７６３が格納されている。制御部７６０は、
操作表示部７８２を介したユーザの操作に従って、払出処理を実行する。そして払出処理
を実行したとき、出力データベース７６３に登録された、当該払出処理のタイプに対応付
けられた印刷内容が印刷されたレシートＲＣを、プリンタ８１０を介して発行する。
【００５５】
　図１２は記憶部７６２に格納された出力データベース７６３の一例である。図１２の例
では、貨幣の払出を伴う処理である払出処理として、回収処理が特定されている。回収処
理とは、紙幣集積部７２６や紙幣収納カセット７２４等の収納部から貨幣を取り出す処理
のことをいう。回収処理は、例えば在高確認時や終業時に行われ、取り出された貨幣は、
枚数確認後、装置内に戻されたり、別の場所に移されたりする。ここでは、貨幣の払出元
が紙幣集積部No.１である回収処理はタイプＡに、貨幣の払出元が紙幣集積部No.２である
回収処理はタイプＢに、貨幣の払出元が紙幣集積部No.３である回収処理はタイプＣに、
それぞれ、分類されている。そして払出処理のタイプに対応付けて、発行するレシートに
印刷する印刷内容が登録されている。図１２の例では、登録されている印刷内容は、タイ
トル、データ項目、および、メッセージを含む。データ項目としては、タイプＡ，Ｂ，Ｃ
ともに、号機、処理日時、操作者名、操作者ＩＤ，枚数および合計金額が登録されている
。これらの実際のデータは、制御部７６０および記憶部７６２によって管理されている。
メッセージは、当該払出処理後の貨幣の取り扱い方法を示す内容を含んでいる。なお、図
１２の例では、タイトル以外の印刷内容は、タイプＡ，Ｂ，Ｃで共通である。また、出力
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データベース７６３の登録内容は、操作表示部７８２を介して適宜、更新することができ
る。
【００５６】
　図１３は印刷されるレシートの例を示すイメージ図である。図１３のレシートは払出処
理のタイプＡすなわち紙幣集積部No.１からの回収処理を行ったときに発行されるレシー
トである。このレシートでは、紙幣の枚数と合計金額の実際のデータが印刷されている。
また、号機、処理日時、操作者名、操作者ＩＤ、および、この後の貨幣の取り扱い方法を
示すメッセージが印刷されている。ユーザが、操作表示部７８２を操作して紙幣集積部No
.１からの回収処理を行うと、紙幣出金口７４０から紙幣が出金され、プリンタ８１０か
ら図１３に示すようなレシートが発行される。このように、レシートに回収処理後の貨幣
の取り扱い方法を示すメッセージが印刷されているので、ユーザは、その後に行う作業を
正確に認識することができる。また、ユーザは、レシートを見ると、どの装置（号機）か
ら回収された貨幣なのか、回収を行った収納部がどの紙幣集積部７２６なのか、あるいは
、回収した貨幣の量がどの程度かを認識することができる。したがって、ユーザは、回収
した貨幣をミスなく取り扱うことができる。なお、ここで示したレシートの印刷内容や表
示態様は、あくまでも一例である。また、レシートを発行するタイミングも、貨幣払出し
後に限定するものではなく、貨幣払出し動作前あるいは払出し動作中に発行するようにし
てもよい。
【００５７】
　以上のように本実施形態によると、記憶部７６２に、払出処理のタイプに対応付けられ
た印刷内容を登録する出力データベース７６３が格納されている。制御部７６０は、払出
処理を実行したとき、出力データベース７６３に登録された、当該払出処理のタイプに対
応付けられた印刷内容が印刷されたレシートＲＣを、プリンタ８１０を介して発行する。
これにより、ユーザが貨幣入出金機７００を操作して払出処理を行ったとき、貨幣ととも
に、その払出処理に対応した内容が印刷されたレシートＲＣが出力される。操作者は、こ
のレシートＲＣの印刷内容を見て、例えば払出処理後の貨幣の取り扱い方法や払い出した
貨幣の量などの情報を認識できるので、払い出した紙幣をミスなく取り扱うことができる
。
【００５８】
　（他の実施形態）
　＜戻し入れ間違いへの警告＞
　装置内に戻すべき貨幣の払出が行われたにもかかわらず、所定時間内に戻し入れ処理が
行われなかった場合、装置から警告を発するようにしてもよい。一方、戻し入れるべきで
ない貨幣を払い出した後に戻し入れ処理が行われようとした場合、あるいは本来戻し入れ
られる部分とは異なる部分に貨幣を戻し入れようとした場合、装置から警告を発するよう
にしてもよい。この警告は、例えば、操作表示部から発したり、あるいは、外部装置等に
通知したりすればよい。
【００５９】
　＜回収処理以外の払出処理＞
　上述の実施形態では、レシートが発行される払出処理の一例として、回収処理を例に挙
げて説明を行ったが、回収処理以外の処理であっても、上述の実施形態と同様にレシート
を発行するようにしてもよい。
【００６０】
　例えば、エラー解除処理では、装置にエラーが生じたときに装置内に残留した貨幣を取
り出す作業を行う。このエラー解除処理を行う場合に、レシートを発行してもよい。例え
ば、エラーの発生箇所等の条件に応じて、取り出した貨幣を、収納部に戻すのか、あるい
は、出金したものとして操作者が手元に置くのか、その後の作業内容が異なる場合がある
。このとき、レシートにエラー解除処理後の作業を指示するメッセージが印刷されている
と、その後の作業に誤りが生じにくくなる。
【００６１】
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　また、返却処理では、装置に投入された貨幣を装置から出力し、これを例えば客に返却
する。この返却処理を行う場合に、レシートを発行してもよい。例えば、レシートに貨幣
の計数結果が記載されていると、返却する貨幣の確認作業が容易になる。あるいは、精査
処理では、装置内の在高を確認するために、収納されている貨幣を全て装置外に払い出す
。この精査処理を行う場合に、レシートを発行してもよい。例えば、レシートに貨幣の枚
数や金額の内訳が記載されていると、貨幣を再び装置に戻す際に作業ミスが生じにくくな
る。
【００６２】
　＜レシート以外の印刷物＞
　上述の実施形態では、貨幣処理装置は、出力装置の一例であるプリンタを介して、レシ
ートを発行するものとしたが、本開示はこれに限られるものではない。すなわち、実行し
た払出処理のタイプに対応付けられた情報が印刷された印刷物であれば、どのような形態
の物を発行してもよい。
【００６３】
　＜他の装置での適用＞
　貨幣処理装置の例として、第１の実施形態では、貨幣処理システムを構成するバラ紙幣
処理部を例にとって説明を行い、また、第２の実施形態では、貨幣入出金機を例にとって
説明を行ったが、本開示が適用可能な貨幣処理装置はこれらに限られるものではない。例
えば、損券処理装置や硬貨処理装置に対して、本開示の内容を適用してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
５０　プリンタ（出力装置）
６０　制御部
１００　バラ紙幣処理部（貨幣処理装置）
１４０　一括収納庫（収納部）
１４２　金種別収納庫（収納部）
１９０　記憶部
１９１　出力データベース
７００　貨幣入出金機（貨幣処理装置）
７２６　紙幣集積部（収納部）
７６０　制御部
７６２　記憶部
７６３　出力データベース
８１０　プリンタ（出力装置）
ＲＣ　レシート（印刷物）
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